
渋谷区整備地域等不燃化集中促進事業 

除却及び建替え費用助成事業実施要領 

 

              都市整備部長決裁 令和８年４月１日 

 

（趣旨） 

第１条 この要領は、渋谷区整備地域等不燃化集中促進事業に係る支援実施要綱（令和８

年４月１日区長決裁。以下「要綱」という。）第３条第１項第１号から第３号までに掲げ

る事業による助成金の交付を実施するに当たり、必要となる事項を定めるものとする。 

 

（様式） 

第２条 要綱１２条第１項に規定する申請は、助成対象承認申請書（別記第１号様式）に、

要綱第３条第１項第１号から第３号の規定による事業に応じて別表１（い）項から（は）

項までのうち、いずれかに掲げる書類を添えて行うものとする。 

２ 要綱第１２条第２項の規定により、区長が助成対象事業の承認の可否を申請者に通知

する場合は、承認結果通知書（別記第２号様式）により行うものとする。この場合にお

いて、本通知により助成対象事業の承認を受けた者を、以下「助成決定者」という。 

３ 要綱第１３条の規定による助成対象事業に着手した場合の届出は、着手届（別記第３

号様式）に別表２に掲げる書類を添えて行うものとする。 

４ 要綱第１４条第２項による検査を依頼する場合は、検査依頼書兼実施記録（別記第４

号様式）により行うものとする。 

５ 要綱第１５条第１項の規定にする実施内容の変更に係る申請は、変更承認申請書（別

記第５号様式）に、変更内容が分かる書類及びその理由を明らかにする書類を添えて行

うものとする。ただし、軽微な変更等については変更届（別記第６号様式）により行う

ことができるものとする。 

６ 区長が、要綱第１５条第２項の規定による通知は、変更承認結果通知書（別記第７号

様式）により行うものとする。 

７ 要綱第１６条第１項の規定により、助成決定者が、助成決定事業の取りやめを届け出

る場合は、取りやめ届（別記第８号様式）によるものとする。 

８ 区長が、要綱第１７条第１項の規定により、助成対象事業の承認の全部又は一部を取

り消し、通知する場合は、承認取消通知書（別記第９号様式）によるものとする。 

９ 要綱第１８条第１項の規定による届出及び申請は、完了届兼交付申請書（別記第１０

号様式）に別表３に掲げる関係書類を添えて行うものとする。 

１０ 区長は、要綱第１９条の規定による通知は、助成金交付決定通知書（別記第１１号

様式）又は助成金不交付決定通知書（別記第１２号様式）により行うものとする。 

１１ 要綱第２０条第１項の規定による請求は、助成金交付請求書兼口座振替依頼書（別

記第１３号様式）により行うものとする。 

１２ 区長は、要綱第２１条第２項の規定による通知及び要綱第２２条の規定により助成

金の返還を命ずるときは、取消通知書（兼返還命令書）（別記第１４号様式）により行う

ものとする。 

 

（申請等の期日） 

第３条 要綱第１２条第１項に規定する申請の期日は、原則として申請しようとする日の

属する年度の１月３１日までとする。 



２ 要綱第１８条に規定する申請の期日は、原則として申請しようとする日の属する年度

の３月２０日までとする。 

３ 前各号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める場合は、この限りではない。 

 

 

付則 

（施行期日） 

１ この要領は、令和８年４月１日から施行する。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



別表１ 

種類 添付書類   (

い)

除
却
費
用
助
成
事
業 

① 委任状（所有者以外が手続きを行う場合） 

② 案内図（建築物の所在がわかる地図） 

③ 現況写真（原則、建築物と敷地を四方向から撮影したもの。） 

④ 老朽建築物の土地の登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの。イン

ターネット謄本不可） 

⑤ 老朽建築物の建物の登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの。イン

ターネット謄本不可） 

⑥ 土地所有者の承諾書（建築物と土地の所有者が異なる場合） 

⑦ 共有者及び相続人（以下、「共有者等」という。）全員の同意書（共有者等

がいる場合。ただし、遺産分割協議書の写し等により、権利者の所有権が

明確にわかる場合等については、この限りではない。） 

⑧ 遺産分割協議書の写し又は相続人全員が確認できる戸籍謄本・抄本（共有

者等を含む所有者が死亡している場合） 

⑨ 固定資産税・都市計画税納税通知書及び課税明細書の写し 

⑩ 工程表（着手予定日から完了予定日までを明記したもの） 

⑪ 見積書の写し（除却費、設計費及び工事監理費、建築工事費等の内訳がわ

かるもの） 

⑫ 要綱第２条第３項に記載の防災生活道路に隣接することがわかる資料（防

災生活道路沿道の場合） 

⑬ 他の補助金制度等を活用した事業と重複していないことについての誓約書 

⑭ 渋谷区狭あい道路拡幅整備事前協議等協議書（渋谷区狭あい道路の拡幅整

備に関する条例）の写し（建築確認が必要な場合） 

⑮ その他区長が必要と認める書類 (
ろ)
建
替
え
費
用
助
成
事

業 ①（い）①から⑮までに規定する書類 

②建替え後の建築計画図書（求積図・配置図・各階平面図・立面図・断面図） 

③従前従後の住宅用途が過半以上であることが分かる資料（店舗併用住宅の場

合） 

④地区計画の区域内における行為の届出書の写し 

 

 

(

は)

無
接
道
建
築
物
除
却 

費
用
助
成 

① （い）項①から⑮までに規定する書類 

②法人の履歴事項全部証明書（申請者が法人の場合） 

③従業員数がわかる資料（申請者が法人の場合） 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

別表２  

提出様式 添付書類    備考 

工事着手届 

（別記第３号様

式） 

①契約書の写し（建替え工事の場合は、新築工事も含

める。） 

 当初見積書から工事金額等に変更がある場合は、

内訳がわかる資料を添える 

②その他区長が必要と認める書類 

 

 

別表３ 

種類 添付書類   (

い)

除

却

費

用
助
成
事
業 

① 支払ったことがわかる書類の写し（原則、領収書の写し）  

②  工事の完了がわかる書類（除却工事を施工した者が発行する工事完了報

告書や、３カ月以内に発行された閉鎖事項証明書） 

③ その他区長が必要と認める書類 (

ろ)

建
替
え
費
用
助
成
事
業 

① （い）①から③までに規定する書類 

② 新築した建築物の登記事項証明書（３か月以内に発行されたもの。インタ

ーネット謄本不可） 

③ 工事完了後の新築建築物の写真（原則、建築物と敷地を四方向から撮影し

たもの。） 

④ 工事監理報告書の写し 

⑤ 確認済証の写し 

⑥ 検査済証の写し 

⑦ 事前協議等済通知書（渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する条例）の写し

（当該事業に該当する場合） 

⑧ 拡幅整備助成金等交付決定通知書（渋谷区狭あい道路の拡幅整備に関する

条例）の写し（拡幅整備助成金等を申請した場合） 
(

は)

無
接
道
建
築
物
除
却 

費
用
助
成 

① （い）項①から③までに規定する書類 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


